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■日米における内部統制法制化の動向■日米における内部統制法制化の動向

企業改革法(SOX法) 成立

2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009

日
本

米
国

法制度

ＳＯＸ法適用（大企業）
ＳＯＸ法適用（外国会社）

SOX法適用
(中小企業)予定

ＰＣＡＯＢ監査基準第２号 ＰＣＡＯＢ監査基準第２号
改訂版公開草案公表

会社法施行

金融商品取引法 成立

金融商品取引

法適用開始
内部統制
報告書提出

金融庁実施基準公開※2

システム管理基準 ※3

金融庁
基準案

2007

※１ 財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い
※2 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に係る実施基準
※3 システム管理基準 追補版（財務報告に係るIT統制ガイダンス）

金融庁内
部統制部
会発足

監査基準

経営者の
評価基準

ＳＥＣ基準草案公表

法制度

監査基準

経営者の
評価基準

日本公認会計士協会
監査実務指針公開※1

ＰＣＡＯＢ監査基準第５号
（ＡＳ５）

約４年の時間差
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■想定される対応スケジュール■想定される対応スケジュール

必要となる
対応

２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度

法整備
の動向

金融商品取引法成立(６月)

金融商品取引法適用

［タスク１］

内部統制文書化

不備改善

［タスク３］

運用状況の評価

［タスク２］

整備状況の評価

本番

フィード
バック

このスケジュールは、３月期決算企業を想定しています。

内部統制構築を義務付ける条項を含む「金融商品取引法」が成立（2006年6月7日）
⇒ ３月決算の企業は2009年3月期より適用 （2008年4月1日以降に開始する事業年度より）

フィードバック

「実施基準」公開草案公表

「実施基準」公開(2月15日)

内部統制報告書提出

フィード
バック

フィード
バック
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IT部門のIT内部統制に関する取り組み状況は、６割強の企業
が「未着手」もしくは「情報収集・対応検討」段階。

未着手 （６割強）
情報収集・対応検討

■対応状況 １/2 （業界団体アンケートから）■対応状況 １/2 （業界団体アンケートから）

未着手14%

情報収集/対応検討
50%

手続き/
方針決定18%

評価範囲決定7%

評価実施5%

有効性判断と是正1%

評価結果の記録・保存1% 報告書作成
4%

有効回答数：151件

出展：日本電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）
「ＩＴ内部統制に関する報告書 2007年3月」から
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■対応状況 ２/２ （富士通ｸﾞﾙｰﾌﾟ引合い状況から）■対応状況 ２/２ （富士通ｸﾞﾙｰﾌﾟ引合い状況から）

大まかに総括すると・・・ 「ずれ込み」

・当初想定に比べ半年程度の作業の遅れ

・０８年度の運用開始と不備改善を並行して行うケースも

大まかに総括すると・・・ 「ずれ込み」

・当初想定に比べ半年程度の作業の遅れ

・０８年度の運用開始と不備改善を並行して行うケースも

件数別比率
（０７年度上期中の新規引合い総件数 約８５０件中）

約３００件（約３５％） 約５００件（約６０％）

約５０件（約５％）

ＩＴ関連の不備改善
そ
の
他

コンサル
文書化関連

作業準備支援
文書化作業支援
文書化ツール など

作業準備支援
文書化作業支援
文書化ツール など

規約類整備
ＩＴ改善検討
ＩＴ対応予算検討 など

規約類整備
ＩＴ改善検討
ＩＴ対応予算検討 など ※実際の対応はこれから
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■金融商品取引法における内部統制

市
場

市
場

内部統制
報告

ヒ ト

モ ノ

カ ネ

プロセス

経営資源

経 営

回 収

事業活動投 入

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

財務報告

配 当

調 達 価 値

対 価

①全社統制
②業務ﾌﾟﾛｾｽ統制

財務・会計に係る業務が中心

情 報

③ＩＴ全般統制
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■不備が発見される分野（FRI対応事例から）

IT全般全社

ＩＴ全般業務プロセス全社

全社統制、業務プロセス統制、 IT全般統制のいずれにおいても是正を必要とす
るが、企業によって是正項目の割合には開きがある。

業務
ﾌﾟﾛｾｽ

0% 50% 100%

A社

B社

是正を必要とした項目の占める割合

A社は従来から統制活動が活発であり、全体的に是正項目は少ないが、

ＩＴへの対応が不十分であり、割合としてはＩＴに関わる是正項目が多かった。

B社は業務に関わる重大な是正項目が散見され、最優先で取り組むべき事項

が全社統制や業務プロセス統制に集中した。（ＩＴは後回し）

不備項目
約８００項目

不備項目
約４５０項目

約６００項目

約２５０項目
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■代表的な不備の一例■代表的な不備の一例

人・組織の問題
要員数やスキルが十分でない
あるべき職務分離ができていない

人・組織の問題
要員数やスキルが十分でない
あるべき職務分離ができていない

業務プロセス
方針・手続きが不適正
文書化が十分に行われていない

業務プロセス
方針・手続きが不適正
文書化が十分に行われていない

ＩＴの問題
アクセス管理が十分でない
職務分離・特権者への牽制が十分でない

ＩＴの問題
アクセス管理が十分でない
職務分離・特権者への牽制が十分でない
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■販売プロセス

プロセス リスク コントロール

受注 見積 規程外の販売価格で販売
が行われる

価格表の内容が実態と乖
離している

権限のない者が価格表を
変更する

規程外の値引等が行われ
る

規程外の回収期間で販売
が行われる

必要な証憑が作成・保管さ
れていない

販売管理規程に従った価格
表による販売価格の自動計
算

価格表の定期的更新

権限者のみが価格表変更を
可能とする仕組みの構築

販売管理規程に従った値引
率による販売価格、回収期
間の自動計算・データチェック
／ 値引率、回収期間の点検
と、権限に応じた値引率、回
収期間承認のルールの確立

見積依頼書への担当者印、
承認者印の押印と採番管理

見積書への担当者印、承認
者印の押印と採番、控の管
理

販売管理規程の策定、
関連部署への規程の
徹底

価格表と販売価
格との位置づけ

値引率と承認権
限者

価格表の更新権
限者・更新手続

回収期間、規程
外の回収期間の
承認手続

見積依頼書の受
領手続、承認権
限者

見積書の発行手
続、承認権限者

等

【ご参考】業務プロセスにおける
リスクとコントロールの事例 （1/2）
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【ご参考】業務プロセスにおける
リスクとコントロールの事例 （2/2）

■購買プロセス

プロセス リスク コントロール

請求確認・

会計処理

誤った金額で会計処理や
支払を行ってしまう

実在しない資産、買掛金、
または未払金が計上される、
また、不良資産を受け入れ
てしまう

適切な基準で仕入が計上
されない

実在しない資産、買掛金、
または未払金が計上される
（二重計上される）

資産、買掛金、または未払
金の計上漏れが生じる

買掛金が過大または過小
に計上される

等

請求確認や会計処理を行う
部署（担当者）と、購買を行う
部署（担当者）を分離する

請求書の計算点検を行う、
注文書控、検収報告書と請
求書を照合し、金額が一致し
ていることを点検する

注文書控・納品書・検収報告
書に基づいて、仕入／仕入
債務を計上する

会計処理が行われた証憑に
は処理済印を押印する

会計処理は責任者が承認す
るまでは、仕訳帳・元帳に反
映できない仕組みの構築

補助科目ごとに異常な変動
値がないか監視を行う

補助科目ごとの合計と元帳
との金額の一致を点検する

等

購買管理規程の策定、
関連部署への規程の
徹底

請求書確認手続

物品受け入れに
関する会計処理
（資産計上、買掛
金・未払金計上
等）の手続

仕入計上基準の
統一

会計処理の承認
権限

等
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【ご参考】ＩＴ関連の不備事項の例 1/4
（職務分掌、権限・承認）

＜ポイント＞

申請者と承認者の分離（垂直分離）がなされていない

システム管理者と利用者、システム開発者と運用者の分離（水平分離）がなされて

いない

業務における承認、資産保全、記録、コントロールといった活動の主体が分離され

ていない

業務部門でＩＤの管理（発行・削除）を行っている

開発環境と本番環境が分離していない

プログラムの本番環境への移行を開発担当者が実施している

開発担当者が本番環境へ常時アクセスできるようになっている

障害発生時等、緊急時に開発者が本番環境へアクセスする際の承認ルールや作

業後の検証手続きが明確になっていない

組織変更・増員等による職務分離の実施
システム導入による代替統制の実施

職務分掌、権限・承認機能は規定だけ整備されていても、実際の運用・
権限・承認機能に反映されていなければ指摘事項となりえる

＜不備の例＞

＜対 策＞
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【ご参考】ＩＴ関連の不備事項の例 2/4
（システムの標準化や統合、データの統一化）

＜ポイント＞

システムが導入されていても、必要なデータが管理され、必要なタイミング
でチェックできる環境を整備することが必要

社内データが分散し整合性が取れていないため、連結財務諸表などの作成が

遅れる

標準プロセスが作成されていないため、個人のやり方に依存している

サーバが分散しており、セキュリティパッチをサーバ毎に適用する必要があるが、

パッチの適用漏れが発生している

データが分散しており、全社的なファイル管理が出来ていないため、全社を統合し

たアクセス管理ができていない

統合型経理システムの導入検討
ファイルサーバの統合化・一元管理

＜対 策＞

＜不備の例＞
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【ご参考】ＩＴ関連の不備事項の例 ３/4
（アクセスコントロール強化）

ＩＤや権限の管理がなされていない

ＩＤの発行・削除や権限の付与・変更・抹消ルールが明確になっていない

管理者権限の発行に制限がなく、誰でも重要なファイルにアクセスができる

重要なシステムが十分なパスワード強度を備えていない

財務情報のあるサーバへのアクセスがモニタリングされていない

ウイルス対策ソフトによる定期的なウィルスチェックの実施、最新パターンファイル

の更新がなされていない

セキュリティポリシーが全社に徹底されていない

パスワード認証機能、ＩＤ／パスワード管理の強化
ログの取得・検証によるアクセス管理

適切なアクセス管理システムが導入されていない場合、手作業による補完
的な統制がなければ指摘事項となりえる

＜ポイント＞

＜不備の例＞

＜対 策＞
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確認・承認結果が保管されていない、または証拠として保管するルールがない

口頭承認のため証拠がない

ユーザーからの依頼文書や依頼内容の検討結果が保管されていない

システム本番移行前のテスト結果が保管されていない

サーバへアクセスしたログが残るような整備がなされていない

メールで承認依頼を行っているが、証拠としてメールを保管するルールがない

障害発生等、緊急対応の場合の責任者承認記録が残っていない

重要な情報が改竄される対策がとられていない

記録（証憑）が残るよう手順・仕組を変更
記録（証憑）を残す環境を整備

規程や手順書通りに運用されている証憑・証跡があることや、証憑・証跡
が改ざんされていないことが説明出来なければ、指摘事項となりえる

＜ポイント＞

＜対 策＞

＜不備の例＞

【ご参考】ＩＴ関連の不備事項の例 4/4
（証憑や証跡の取得、管理）
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■不備改善の考え方■不備改善の考え方

現実的な準備期間や費用などを考慮した改善

～人的対応も含めた短期的に対応可能な改善～

・現場などの一時的な負担増加も

・負担増加のまま運用を継続すると高コストに

現実的な準備期間や費用などを考慮した改善

～人的対応も含めた短期的に対応可能な改善～

・現場などの一時的な負担増加も

・負担増加のまま運用を継続すると高コストに

継続可能な統制と質を高めるための改善

・組織の見直し、システム導入による効率的運用

・ＩＴＩＬなどの外的フレームワークも利用して統制を最適化

継続可能な統制と質を高めるための改善

・組織の見直し、システム導入による効率的運用

・ＩＴＩＬなどの外的フレームワークも利用して統制を最適化

実施基準など示されていても具体的な基準はなく、

これまでの判断などを参照しながら対応するのが現状

実施基準など示されていても具体的な基準はなく、

これまでの判断などを参照しながら対応するのが現状

２年度目以降の対応
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■米国上場企業（商社）の事例から■米国上場企業（商社）の事例から

２００４２００４年度年度 ２００５２００５年度年度 ２００６２００６年度年度 ２００７２００７年度年度 ２００８２００８年度年度

文書化
（内部統制の
現状把握）

本番年度準備期間 ２年目 ３年目

自己評価
（自部門での

評価）

内部監査

外部監査
（監査法人に

よる監査）

不備改善

再評価

外部
監査

不備改善
統制高度化

再評価

外部
監査

不備改善
統制高度化

現実的な対応のレベル
Ｂａｎｄ－ａｉｄ Ｆｉｘ

合理的な統制（Ｂｏｌｔｅｄ－ｏｎ Ｆｉｘ）
に向けた改善・高度化
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■効率的な作業の進め方■効率的な作業の進め方

統制ポイントを予め見極め、対応の度合を先に確認統制ポイントを予め見極め、対応の度合を先に確認

経験的に取得したノウハウ（統制のポイントチェック）

監査で認められた実績や既に監査人の了解を得た統制方法監査で認められた実績や既に監査人の了解を得た統制方法

先行事例から得られたツール等の活用先行事例から得られたツール等の活用

様々なお客様の対応事例に基づいた「あるべき統制」

「整備すべき標準的規約事例」（規定類の雛形）

「文書化テンプレート」（業務プロセス３点セットなどの雛形）

「作業マニュアル」（文書化などの作業手順マニュアル）

事例の経験やノウハウに基づいた効率的な対応を！事例の経験やノウハウに基づいた効率的な対応を！
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■テンプレートイメージ■テンプレートイメージ
【本チェックシートについて】

■本チェックシートは、全社的なレベルで統制するべき重要な事項について、取組み状況の実態を把握・評価するために使用するものです。

■統制の状況や取組みを全社的な観点で明らかにすることに留意しながら記述してください。

■５Ｗ１Ｈが明確になるように記述してください。また、頻度等、定量的表現が可能なもの（例：3回／月または日付表記など）も明確に記述してください。

■実施基準質問原文№：”実施基準／チェックシート質問項目対応表”の実施基準質問原文の番号と対応しています。

実
施
基
準
質

問
原
文
№

本
社

事
業
部
門

国
内
子
会
社

海
外
子
会
社

関
連
会
社

統制の実態（実際に行われているこ

1 (取締役会の決議等により)、企業倫理及び行動規範を公式に定めているか。 1

2 企業倫理及び行動規範を会社全体に浸透させるための統括部門を指定しているか。 2

3
企業倫理及び行動規範を、各事業部門／子会社内において浸透させるための運用担当部門
と責任者を各部門／会社内に定めているか。

2

4
企業倫理及び行動規範の重要性を認識させるために、経営者は自らの姿勢を従業員に対し
て定期的に表明しているか。

2

5 企業倫理及び行動規範に対する従業員の理解・浸透を促すための施策をとっているか。 2

6
企業倫理及び行動規範について、取引先などに対して開示を行い、遵守に向けた協力を求
めているか。

2

1．統制環境 ：　組織の気風を決定し、組織を構成する人々の統制に対する意識に影響を与えるものです。

1_1 誠実性と倫理的価値観

主担当部門
（回答部門）

項
番

全社的な内部統制に関する質問事項

評価単位 目次 

1．文書化作業の概要................................................................................................................... 3 

1-1．本手引書の位置づけ ............................................................................................................3 
1-2．文書化作業の目的 ................................................................................................................3 
1-3．業務プロセス統制の文書体系..............................................................................................4 
1-4．業務プロセス統制にて記載する IT 業務処理統制...............................................................6 

2．業務プロセス階層の設定....................................................................................................... 7 

2-1．業務プロセス階層の定義 .....................................................................................................7 

3．フローチャートの作成方法 ................................................................................................... 8 

3-1．フローチャートの概要.........................................................................................................8 
3-2．フローチャートの書き方 .....................................................................................................9 

4．業務記述書の作成方法 .........................................................................................................13 

4-1．業務記述書の概要 ..............................................................................................................13 
4-2．業務記述書の書き方 ..........................................................................................................13 

5．リスクコントロールマトリクスの作成方法 ..........................................................................17 

5-1．リスクコントロールマトリクスの概要 .............................................................................17 
5-2．リスクコントロールマトリクスの書き方..........................................................................17 

付録１．エンドユーザコンピューティング(EUC) .....................................................................22 
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1．文書化作業の概要 

1-1．本手引書の位置づけ 

 本手引は、業務プロセス統制文書作成のための手引です。当手引きでは、業務プロセス統

制文書の作成方法に限って説明します。 

 

 留意事項 

パイロット文書化作業の成果物は文書化作業の課題を洗い出すために作成されるため、

パイロット文書化作業後に実施される文書化作業の成果物の構成については別途調整が

必要となります。このため文書化作業の際には、本資料にパイロットプロジェクトで抽

出された問題を追加してご利用下さい。またパイロット文書化作業を実施しない場合に

は、本手引書をお客様の業務の実情に合わせ修正した上で利用下さい。 

 

1-2．文書化作業の目的 

 財務報告の信頼性を担保すべく、内部統制が有効に機能していることを外部に報告・証明

するため、企業内手続きおよび規程の構築状況を正しく評価できるようにその評価指標とな

る書類を作成することが文書化作業の目的です。 

 作成される文書は、現行の内部統制の状況を簡潔に表現し、監査等の外部からの

要請に対して内部統制の状況を説明できる資料でなければなりません。そのため、

文書の内容は第三者が一目で理解できるように属人的な言葉や表現、および理解

が困難となるような詳細な記述を避け、網羅性を保ちつつ簡潔にまとめることが

必要とされます。 

 文書化された内容は、第三者がその文書に基づいた運用確認を実施し、有効に機

能していることを確認できなければなりません。 

1．文書化作業の概要 

1-1．本手引書の位置づけ 

 本手引は、業務プロセス統制文書作成のための手引です。当手引きでは、業務プロセス統

制文書の作成方法に限って説明します。 

 

 留意事項 

パイロット文書化作業の成果物は文書化作業の課題を洗い出すために作成されるため、

パイロット文書化作業後に実施される文書化作業の成果物の構成については別途調整が

必要となります。このため文書化作業の際には、本資料にパイロットプロジェクトで抽

出された問題を追加してご利用下さい。またパイロット文書化作業を実施しない場合に

は、本手引書をお客様の業務の実情に合わせ修正した上で利用下さい。 

 

1-2．文書化作業の目的 

 財務報告の信頼性を担保すべく、内部統制が有効に機能していることを外部に報告・証明

するため、企業内手続きおよび規程の構築状況を正しく評価できるようにその評価指標とな

る書類を作成することが文書化作業の目的です。 

 作成される文書は、現行の内部統制の状況を簡潔に表現し、監査等の外部からの

要請に対して内部統制の状況を説明できる資料でなければなりません。そのため、

文書の内容は第三者が一目で理解できるように属人的な言葉や表現、および理解

が困難となるような詳細な記述を避け、網羅性を保ちつつ簡潔にまとめることが

必要とされます。 

 文書化された内容は、第三者がその文書に基づいた運用確認を実施し、有効に機

能していることを確認できなければなりません。 

内部統制文書テンプレート
～ＩＴ全般統制ＲＣＭテンプレート～ 

部署名 担当者名
ＩＴ全般統制 ○○部 ○○　○○

リスク 統制活動 統制活動

１．変更のマネジメント

B1

プロジェクトの重大な局面で適切な
意思決定が行われず、遅延や品質
不良への十分な対処がなされない。

重要な意思決定を行うプロジェクト責
任者（システムオーナー）が明確に
なっているか。

B2

システム変更業務が標準化されてい
ないために、変更案件毎に品質がば
らついたり、必須作業が案件によっ
て省略されたりする。

変更方法を組織として標準化してい
るか。

変更方法の例
・システムの機能変更や機能追加を
遂行する際の手続き
・工程計画に関する基準
・設計・プログラミング・テストに関す
る指針
・小規模案件の定義と例外規定
等

変更担当部門責任者またはリーダー
は案件進捗状況を把握し、スケ
ジュール遅延を防止するための対策
を適時に実施しているか。

重要な変更プロジェクトについて 経

リスク
番号

想定リスク

進捗管理が行われないため、必要な
システム・機能が必要な時期に提供
されない。

実施担当者
または部署

関連文書
（規程・マニュアル等

統制
番号

プロセス
ユニット

（グループ名、システム名等）

実施している統制活動

該
当
な
し

統制のポイント

作成者
サブプロセス

B.プログラム変更（PC）

内部統制文書テンプレート
～ＩＴ全般統制ＲＣＭテンプレート～ 

部署名 担当者名
ＩＴ全般統制 ○○部 ○○　○○

リスク 統制活動 統制活動

１．変更のマネジメント

B1

プロジェクトの重大な局面で適切な
意思決定が行われず、遅延や品質
不良への十分な対処がなされない。

重要な意思決定を行うプロジェクト責
任者（システムオーナー）が明確に
なっているか。

B2

システム変更業務が標準化されてい
ないために、変更案件毎に品質がば
らついたり、必須作業が案件によっ
て省略されたりする。

変更方法を組織として標準化してい
るか。

変更方法の例
・システムの機能変更や機能追加を
遂行する際の手続き
・工程計画に関する基準
・設計・プログラミング・テストに関す
る指針
・小規模案件の定義と例外規定
等

変更担当部門責任者またはリーダー
は案件進捗状況を把握し、スケ
ジュール遅延を防止するための対策
を適時に実施しているか。

重要な変更プロジェクトについて 経

リスク
番号

想定リスク

進捗管理が行われないため、必要な
システム・機能が必要な時期に提供
されない。

実施担当者
または部署

関連文書
（規程・マニュアル等

統制
番号

プロセス
ユニット

（グループ名、システム名等）

実施している統制活動

該
当
な
し

統制のポイント

作成者
サブプロセス

B.プログラム変更（PC）

内部統制テンプレート一覧内部統制テンプレート一覧

Ｎｏ． 分　類 名　称

１ 共通
内部統制プロジェクト管理テンプレート

（ＷＢＳ
＊

レベル２）

２
内部統制プロジェクト管理テンプレート

～全社レベル統制ＷＢＳ
＊

～

３
内部統制実施手引
～全社レベル統制文書化手引～

４
内部統制文書サンプル
～全社レベル統制チェックシート～

５
内部統制プロジェクト管理テンプレート

～業務プロセス統制ＷＢＳ
＊

～

６
内部統制文書サンプル
～業務プロセス統制スコーピングテンプレート～

７
内部統制実施手引
～業務プロセス統制文書化手引～

８
内部統制実施手引
～業務プロセス統制ＲＣ抽出手引～

９
内部統制プロジェクト管理テンプレート

～ＩＴ全般統制ＷＢＳ
＊

～

１０
内部統制実施手引
～ＩＴ全般統制文書化手引～

１１
内部統制実施手引
～ＩＴ全般統制整備状況評価・不備改善手引～

１２
内部統制実施手引
～ＩＴ全般統制運用状況評価・不備改善手引～

１３
内部統制文書サンプル
～ＩＴ全般統制スコーピングテンプレート～

１４
内部統制文書サンプル
～ＩＴ全般統制ＲＣＭテンプレート～

１５
内部統制実施手引
～ＩＴ全般統制　評価・不備改善帳票サンプル集～

全社レベル
統制

業務プロセス
統制

ＩＴ全般統制

Ｎｏ． 分　類 名　称

１ 共通
内部統制プロジェクト管理テンプレート

（ＷＢＳ
＊

レベル２）

２
内部統制プロジェクト管理テンプレート

～全社レベル統制ＷＢＳ
＊

～

３
内部統制実施手引
～全社レベル統制文書化手引～

４
内部統制文書サンプル
～全社レベル統制チェックシート～

５
内部統制プロジェクト管理テンプレート

～業務プロセス統制ＷＢＳ
＊

～

６
内部統制文書サンプル
～業務プロセス統制スコーピングテンプレート～

７
内部統制実施手引
～業務プロセス統制文書化手引～

８
内部統制実施手引
～業務プロセス統制ＲＣ抽出手引～

９
内部統制プロジェクト管理テンプレート

～ＩＴ全般統制ＷＢＳ
＊

～

１０
内部統制実施手引
～ＩＴ全般統制文書化手引～

１１
内部統制実施手引
～ＩＴ全般統制整備状況評価・不備改善手引～

１２
内部統制実施手引
～ＩＴ全般統制運用状況評価・不備改善手引～

１３
内部統制文書サンプル
～ＩＴ全般統制スコーピングテンプレート～

１４
内部統制文書サンプル
～ＩＴ全般統制ＲＣＭテンプレート～

１５
内部統制実施手引
～ＩＴ全般統制　評価・不備改善帳票サンプル集～

全社レベル
統制

業務プロセス
統制

ＩＴ全般統制

*WBS：Work Breakdown Structure
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■内部統制対応に係わる提案■内部統制対応に係わる提案

統制活動の定着化

①統制の専任部門

初年度 ・・・全社的調整や部門に対する助言などを行う

コーディネート役として存在

２年目以降 ・・・PDCAで回すために主導する部門は必要

②統制の資産管理のためのツール

初年度 ・・・文書化など「作る作業」が中心

２年目以降 ・・・作られた資産を「修正・維持し続ける作業」

統制活動の定着化

①統制の専任部門

初年度 ・・・全社的調整や部門に対する助言などを行う

コーディネート役として存在

２年目以降 ・・・PDCAで回すために主導する部門は必要

②統制の資産管理のためのツール

初年度 ・・・文書化など「作る作業」が中心

２年目以降 ・・・作られた資産を「修正・維持し続ける作業」

初年度の対応に終わらせず、「内部統制」を

PDCAサイクルで継続的に高度化する仕組み作りを！

まずは、先行対応グループの経験とノウハウを活かすまずは、先行対応グループの経験とノウハウを活かす

効率的で負担軽減にもつながる統制機能の高度化（ＩＴ活用等）効率的で負担軽減にもつながる統制機能の高度化（ＩＴ活用等）
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■内部統制を起点とした展開■内部統制を起点とした展開

内部統制

業務改革

現状調査・文書化

業務プロセス
の見える化

業務プロセス
の見える化

業務改革
視点

統制強化
視点

有効性評価有効性評価

不備改善不備改善

業務改革業務改革
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■富士通におけるプロジェクト例（Project EAGLE）

リスク評価と
コントロール改善

ムダや不適切な
プロセスの

継続的な改善

内部統制対応

Project EAGLEの２大テーマ
■内部統制対応 ／ ■業務プロセス改革

Project EAGLEの２大テーマ
■内部統制対応 ／ ■業務プロセス改革

ビジネスプロセスの見える化 を推進

文書化（ＶＭＴ）、ＷＴ、証跡

プロセス ルール マネジメント

改善

標準プロセス 全社統一ルール 共通マネジメント

実現できた改革（販売プロセス）
・業務プロセス改革
・社内規定の見直し
・処理の分離と集中

仮説仮説

・・・・・

業務改革対応
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業務のやり方が「バラバラ」
⇒ 業務の標準化 （品質確保と効率化）

業務のやり方が「バラバラ」
⇒ 業務の標準化 （品質確保と効率化）

■内部統制構築作業を通じて得られた「気づき」■内部統制構築作業を通じて得られた「気づき」

各事業部門が統一された形式で業務を「見える化」してみたら・・・

「ムラ」 「ムダ」「ムリ」についての多くの「気づき」

情報やシステムが「バラバラ」
⇒ 標準化や最適化 （ＩＴガバナンス強化）

情報やシステムが「バラバラ」
⇒ 標準化や最適化 （ＩＴガバナンス強化）

業務の中に存在する「ムダ」や「ムリ」
⇒ 「ムダ」の排除 （効率化や本業への特化）
⇒ 「ムリ」の改善 （品質確保とスピード）

業務の中に存在する「ムダ」や「ムリ」
⇒ 「ムダ」の排除 （効率化や本業への特化）
⇒ 「ムリ」の改善 （品質確保とスピード）
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■内部統制の「見える化」から始まる企業ガバナンス■内部統制の「見える化」から始まる企業ガバナンス

ルールとプロセスとマネジメントの現状の「見える化」ルールとプロセスとマネジメントの現状の「見える化」

「見える化」から生れる「気づき」による改善「見える化」から生れる「気づき」による改善

ＩＴの活用による効率化と高度化ＩＴの活用による効率化と高度化

継続的な改革継続的な改革

統制不備の改善

統制の高度化

内部統制
①財務報告の信頼性
②業務の有効性・効率
③コンプライアンス
④資産の保全

業務改革

プロセス改善

継続可能なｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

経営

合理的な
企業ガバナンス

合理的な
企業ガバナンス

現状の把握

トップの意思

内部統制の出発点
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■合理的な企業ガバナンス■合理的な企業ガバナンス

・制度や経済などの外部環境の変化に的確に対応し発展する

・企業内部の活動を正確に把握し、

社会規範に準拠した正しい活動であることを指導・確認し、

正しい情報開示を行う

・制度や経済などの外部環境の変化に的確に対応し発展する

・企業内部の活動を正確に把握し、

社会規範に準拠した正しい活動であることを指導・確認し、

正しい情報開示を行う

①ルール、プロセス、マネジメントの「見える化」 （正確な把握）

②「見える化」から生れる「気づき」に基づく改善 （プロセス改革）

③ＩＴの活用による効率化と高度化 （継続可能なガバナンス）

④「環境は変化し続ける」ことを前提にした継続的な改革 （経営）

①ルール、プロセス、マネジメントの「見える化」 （正確な把握）

②「見える化」から生れる「気づき」に基づく改善 （プロセス改革）

③ＩＴの活用による効率化と高度化 （継続可能なガバナンス）

④「環境は変化し続ける」ことを前提にした継続的な改革 （経営）

目 的

方 法
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■企業経営における内部統制の活用（ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの手段）

市
場

市
場

プロセス

経営資源

経 営

事業活動

情 報

的確な
情報開示

的確な
情報開示

品質（安心）
タイムリー

適価

商品・サービス

品質（安心）
タイムリー

適価

商品・サービス

企業ガバナンス企業ガバナンス

ヒト

モノ

カネ

消費動向環境の変化
Ｍ＆Ａ

技術
投資環境

景気動向

内部統制における
「見える化」から
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ルール、プロセス、マネジメントの「見える化」から生まれる資産
→ 「足元」の資産をベースに継続的に改善できる環境を

ルール、プロセス、マネジメントの「見える化」から生まれる資産
→ 「足元」の資産をベースに継続的に改善できる環境を

■まとめ■まとめ

内部統制の４つの目的は企業経営の重要な尺度

財務報告の信頼性／業務の有効性・効率／コンプライアンス／資産の保全

内部統制は一過性の対応では済まされない
→ 「恒常的」な実施推進体制・機能を考える

内部統制は一過性の対応では済まされない
→ 「恒常的」な実施推進体制・機能を考える

内部統制をただの制度対応に終わらせない
→ 全社員参加のプロジェクトに（企業経営の中の仕組みに）

内部統制をただの制度対応に終わらせない
→ 全社員参加のプロジェクトに（企業経営の中の仕組みに）

内部統制の推進により「継続的な革新体質」を内部統制の推進により「継続的な革新体質」を
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